
電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
主
任
技
術
者
の
選
任
等
）

（
主
任
技
術
者
の
選
任
等
）

第
五
十
二
条

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
主
任
技
術
者
の
選
任
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業

場
又
は
設
備
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
十
二
条

﹇
同
上
﹈

一

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

二

火
力
発
電
所
（
ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
水
素
以
外

を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
火
力
発
電
所
の
う

ち
、
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
も
の
で

あ
っ
て
別
に
告
示
す
る
も
の
、
小
型
の
ガ
ス

タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
別

に
告
示
す
る
も
の
及
び
内
燃
力
を
原
動
力
と
す

る
も
の
を
除
く
。）又
は
燃
料
電
池
発
電
所
（
改

質
器
の
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ

ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。）の
設
置
の
工
事
の
た

め
の
事
業
場

第
一
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
、
第
二
種
電
気
主
任

技
術
者
免
状
又
は
第
三
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
及
び
第
一
種
ボ
イ
ラ
ー
・

タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者
免
状
又
は
第
二
種
ボ
イ

ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け

て
い
る
者

二

火
力
発
電
所
（
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す

る
も
の
で
あ
っ
て
別
に
告
示
す
る
も
の
、
小
型

の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と
す
る
も
の
で

あ
っ
て
別
に
告
示
す
る
も
の
及
び
内
燃
力
を
原

動
力
と
す
る
も
の
を
除
く
。）又
は
燃
料
電
池
発

電
所
（
改
質
器
の
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ

ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。）の
設
置
の

工
事
の
た
め
の
事
業
場

﹇
同
上
﹈

三
・
四

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

三
・
四

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

五

火
力
発
電
所
（
ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
水
素
以
外

を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
火
力
発
電
所
の
う

ち
、
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
も
の
で

あ
っ
て
別
に
告
示
す
る
も
の
、
内
燃
力
を
原
動

力
と
す
る
も
の
及
び
出
力
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未

満
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と
す
る
も
の
を

除
く
。）及
び
燃
料
電
池
発
電
所
（
改
質
器
の
最

高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の

も
の
に
限
る
。）

第
一
種
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者
免
状
又

は
第
二
種
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者
免
状

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

五

火
力
発
電
所
（
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す

る
も
の
で
あ
っ
て
別
に
告
示
す
る
も
の
、
内
燃

力
を
原
動
力
と
す
る
も
の
及
び
出
力
一
万
キ
ロ

ワ
ッ
ト
未
満
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と
す

る
も
の
を
除
く
。）及
び
燃
料
電
池
発
電
所
（
改

質
器
の
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ

ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。）

﹇
同
上
﹈

六

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

六

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

２
〜
４

﹇
略
﹈

２
〜
４

﹇
略
﹈

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
九
十
四
号

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
第
五
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
事
業
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
四
日

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔





（
免
状
の
種
類
に
よ
る
監
督
の
範
囲
）

（
免
状
の
種
類
に
よ
る
監
督
の
範
囲
）

第
五
十
六
条

法
第
四
十
四
条
第
五
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
業
用
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
及
び
運

用
の
範
囲
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
任
技
術
者
免
状
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

第
五
十
六
条

﹇
同
上
﹈

主
任
技
術
者
免
状
の
種
類

保
安
の
監
督
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

一
〜
五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

一
〜
五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

六

第
一
種
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者

免
状

火
力
設
備
（
ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
水
素
以
外
を
燃
料
と

し
て
使
用
す
る
火
力
設
備
の
う
ち
、
小
型
の
汽
力
を

原
動
力
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
別
に
告
示
す
る
も

の
、
小
型
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と
す
る
も
の

で
あ
っ
て
別
に
告
示
す
る
も
の
及
び
内
燃
力
を
原
動

力
と
す
る
も
の
を
除
く
。）、
原
子
力
設
備
及
び
燃
料

電
池
設
備
（
改
質
器
の
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ

ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。）の
工
事
、
維
持

及
び
運
用
（
電
気
的
設
備
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

六

﹇
同
上
﹈

火
力
設
備
（
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
も
の
で

あ
っ
て
別
に
告
示
す
る
も
の
、
小
型
の
ガ
ス
タ
ー
ビ

ン
を
原
動
力
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
別
に
告
示
す
る

も
の
及
び
内
燃
力
を
原
動
力
と
す
る
も
の
を
除

く
。）、
原
子
力
設
備
及
び
燃
料
電
池
設
備
（
改
質
器

の
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の

も
の
に
限
る
。）の
工
事
、
維
持
及
び
運
用
（
電
気
的

設
備
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

七

第
二
種
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者

免
状

火
力
設
備
（
ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
水
素
以
外
を
燃
料
と

し
て
使
用
す
る
火
力
設
備
の
う
ち
、
汽
力
を
原
動
力

と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
圧
力
五
千
八
百
八
十
キ
ロ
パ

ス
カ
ル
以
上
の
も
の
及
び
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と

す
る
も
の
で
あ
っ
て
別
に
告
示
す
る
も
の
、
小
型
の

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
別

に
告
示
す
る
も
の
及
び
内
燃
力
を
原
動
力
と
す
る
も

の
を
除
く
。）、
圧
力
五
千
八
百
八
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル

未
満
の
原
子
力
設
備
及
び
燃
料
電
池
設
備
（
改
質
器

の
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の

も
の
に
限
る
。）の
工
事
、
維
持
及
び
運
用
（
電
気
的

設
備
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

七

﹇
同
上
﹈

火
力
設
備
（
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て

圧
力
五
千
八
百
八
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の
及

び
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
別

に
告
示
す
る
も
の
、
小
型
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動

力
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
別
に
告
示
す
る
も
の
及
び

内
燃
力
を
原
動
力
と
す
る
も
の
を
除
く
。）、
圧
力
五

千
八
百
八
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
原
子
力
設
備
及

び
燃
料
電
池
設
備
（
改
質
器
の
最
高
使
用
圧
力
が
九

十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。）の
工

事
、
維
持
及
び
運
用
（
電
気
的
設
備
に
係
る
も
の
を

除
く
。）

（
使
用
前
安
全
管
理
検
査
）

（
使
用
前
安
全
管
理
検
査
）

第
七
十
三
条
の
二
の
二

法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
業
用
電
気
工
作
物
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

第
七
十
三
条
の
二
の
二

﹇
同
上
﹈

一
・
一
の
二

﹇
略
﹈

一
・
一
の
二

﹇
略
﹈

二

内
燃
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
（
ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
水
素
以
外
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
火
力
発

電
所
に
限
り
、
送
電
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
送
電
線
引
出
口
の
遮
断
器
を
伴
う
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当

該
遮
断
器
を
除
く
。）

二

内
燃
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
（
送
電
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
送
電
線
引
出
口
の
遮
断
器
を

伴
う
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
遮
断
器
を
除
く
。）

三
〜
八

﹇
略
﹈

三
〜
八

﹇
略
﹈

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



（
溶
接
事
業
者
検
査
）

（
溶
接
事
業
者
検
査
）

第
七
十
九
条

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
ボ
イ
ラ
ー
等
に
属
す
る
機
械
又
は
器
具
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

第
七
十
九
条

﹇
同
上
﹈

一

火
力
発
電
所
（
ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
水
素
以
外
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
火
力
発
電
所
の
う
ち
、
液
化
ガ
ス

を
熱
媒
体
と
し
て
用
い
る
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
別
に
告
示
す
る
も
の
及
び
内
燃
力

を
原
動
力
と
す
る
も
の
を
除
く
。）に
係
る
次
の
機
械
又
は
器
具

一

火
力
発
電
所
（
液
化
ガ
ス
を
熱
媒
体
と
し
て
用
い
る
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
別
に

告
示
す
る
も
の
及
び
内
燃
力
を
原
動
力
と
す
る
も
の
を
除
く
。）に
係
る
次
の
機
械
又
は
器
具

イ
・
ロ

﹇
略
﹈

イ
・
ロ

﹇
略
﹈

二

﹇
略
﹈

二

﹇
略
﹈

（
定
期
安
全
管
理
検
査
）

（
定
期
安
全
管
理
検
査
）

第
九
十
四
条

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
電
気
工
作
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

第
九
十
四
条

﹇
同
上
﹈

一
〜
四

﹇
略
﹈

一
〜
四

﹇
略
﹈

五

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
（
ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
水
素
以
外
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
に
あ
っ
て
は
、

出
力
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
発
電
設
備
に
係
る
も
の
（
内
燃
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
に
あ
っ
て
は
ガ
ス
圧
縮
機
及
び

ガ
ス
圧
縮
機
と
一
体
と
な
っ
て
燃
焼
用
の
圧
縮
ガ
ス
を
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
に
供
給
す
る
設
備
の
総
合
体
で
あ
っ

て
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
二
条
に
定
め
る
高
圧
ガ
ス
を
用
い
る
機
械
又
は
器
具
に
限
る
。）に
限
る
。）

五

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
（
出
力
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
発
電
設
備
に
係
る
も
の
（
内
燃
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
に
あ
っ
て

は
ガ
ス
圧
縮
機
及
び
ガ
ス
圧
縮
機
と
一
体
と
な
っ
て
燃
焼
用
の
圧
縮
ガ
ス
を
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
に
供
給
す
る
設

備
の
総
合
体
で
あ
っ
て
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
二
条
に
定
め
る
高
圧
ガ
ス
を
用
い
る
機
械
又
は
器
具
に
限

る
。）に
限
る
。）

六

液
化
ガ
ス
設
備
（
液
化
ガ
ス
用
燃
料
設
備
以
外
の
液
化
ガ
ス
設
備
に
あ
っ
て
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五

条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
事
業
所
に
該
当
す
る
火
力
発
電
所
（
ア
ン
モ

ニ
ア
又
は
水
素
以
外
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
火
力
発
電
所
に
あ
っ
て
は
、
液
化
ガ
ス
を
熱
媒
体
と
し
て
用

い
る
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
別
に
告
示
す
る
も
の
を
除
く
。）の
原
動
力
設
備
に
係
る

も
の
に
限
る
。）

六

液
化
ガ
ス
設
備
（
液
化
ガ
ス
用
燃
料
設
備
以
外
の
液
化
ガ
ス
設
備
に
あ
っ
て
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五

条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
事
業
所
に
該
当
す
る
火
力
発
電
所
（
液
化
ガ

ス
を
熱
媒
体
と
し
て
用
い
る
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
別
に
告
示
す
る
も
の
を
除
く
。）

の
原
動
力
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

七
〜
十
三

﹇
略
﹈

七
〜
十
三

﹇
略
﹈

別
表
第
二
（
第
六
十
二
条
、
第
六
十
五
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
六
十
二
条
、
第
六
十
五
条
関
係
）

工
事
の
種
類

認
可
を
要
す
る
も
の

事
前
届
出
を
要
す
る
も
の

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

発
電
所

一

設
置
の
工
事

１

﹇
略
﹈

１

発
電
所
の
設
置
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の

﹇
同
上
﹈

一

﹇
同
上
﹈

１

﹇
略
﹈

１

﹇
同
上
﹈

〜

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
水
素
を

燃
料
と
し
て
使
用
す
る
火
力

発
電
所
で
あ
っ
て
汽
力
、
ガ

ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
内
燃
力
を

原
動
力
と
す
る
も
の
（

か

ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。）の
設
置

﹇
新
設
﹈

〜

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

か
ら

ま
で
及
び

か

ら

ま
で
に
掲
げ
る
原
動
力

の
う
ち
二
以
上
の
も
の
を
組

み
合
わ
せ
た
合
計
出
力
三
百

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
発
電
所

の
設
置

か
ら

ま
で
及
び

か

ら

ま
で
に
掲
げ
る
原
動
力

の
う
ち
二
以
上
の
も
の
を
組

み
合
わ
せ
た
合
計
出
力
三
百

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
発
電
所

の
設
置

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



二

変
更
の
工
事

二

﹇
同
上
﹈

（
一
）

発
電
設
備
の
設
置

﹇
略
﹈

発
電
設
備
の
設
置
で
あ
っ
て
、
次

に
掲
げ
る
も
の

（
一
）

﹇
同
上
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

〜

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
水
素
を

燃
料
と
し
て
使
用
す
る
火
力

発
電
所
の
発
電
設
備
で
あ
っ

﹇
新
設
﹈

〜

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

か
ら

ま
で
及
び

か

ら

ま
で
に
掲
げ
る
原
動
力

の
う
ち
二
以
上
の
も
の
を
組

み
合
わ
せ
た
合
計
出
力
三
百

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
発
電
設

備
の
設
置

か
ら

ま
で
及
び

か

ら

ま
で
に
掲
げ
る
原
動
力

の
う
ち
二
以
上
の
も
の
を
組

み
合
わ
せ
た
合
計
出
力
三
百

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
発
電
設

備
の
設
置

て
汽
力
、
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又

は
内
燃
力
を
原
動
力
と
す
る

も
の
（

か
ら

ま
で
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。）の
設
置

（
二
）

発
電
設
備
の
設
置

の
工
事
以
外
の
変
更
の
工

事
で
あ
っ
て
、
次
の
設
備

に
係
る
も
の

（
二
）

﹇
同
上
﹈

１

原
動
力
設
備

１

﹇
同
上
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

火
力
設
備

﹇
同
上
﹈

イ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

イ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

ロ

ボ
イ
ラ
ー
若
し

く
は
独
立
過
熱
器

（
バ
ー
ナ
ー
を
含

む
。
以
下
同
じ
。）

又
は
蒸
気
貯
蔵
器

１
〜
３

﹇
略
﹈

ロ

﹇
同
上
﹈

１
〜
３

﹇
略
﹈

４

出
力
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の

発
電
設
備
に
係
る
ボ
イ
ラ
ー
の

改
造
で
あ
っ
て
、
燃
料
の
種
類

の
変
更
又
は
追
加
を
伴
う
も
の

（
石
炭
、
石
油
、
液
化
ガ
ス
、

ア
ン
モ
ニ
ア
、
水
素
及
び
ガ
ス

以
外
の
も
の
に
係
る
場
合
に
限

る
。）

４

出
力
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の

発
電
設
備
に
係
る
ボ
イ
ラ
ー
の

改
造
で
あ
っ
て
、
燃
料
の
種
類

の
変
更
又
は
追
加
を
伴
う
も
の

（
石
炭
、
石
油
、
液
化
ガ
ス
及

び
ガ
ス
以
外
の
も
の
に
係
る
場

合
に
限
る
。）

５

ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
水
素
を
燃

料
と
し
て
使
用
す
る
火
力
発
電

所
の
発
電
設
備
に
係
る
ボ
イ

ラ
ー
の
改
造
で
あ
っ
て
、
燃
料

の
種
類
の
変
更
又
は
追
加
を
伴

う
も
の

﹇
新
設
﹈
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ハ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

ハ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

ニ

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

（
空
気
圧
縮
機
、

ガ
ス
発
生
機
及
び

燃
焼
器
を
含
む
。

以
下
同
じ
。）

１

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
（
ア
ン
モ
ニ

ア
又
は
水
素
以
外
を
燃
料
と
し

て
使
用
す
る
火
力
発
電
所
の
発

電
設
備
に
あ
っ
て
は
、
出
力
千

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
発
電
設
備

に
係
る
も
の
に
限
る
。
２
に
お

い
て
同
じ
。）の
設
置

ニ

﹇
同
上
﹈

１

出
力
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の

発
電
設
備
に
係
る
ガ
ス
タ
ー
ビ

ン
の
設
置

２

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
に
属
す
る
ガ

ス
圧
縮
機
の
設
置

２

出
力
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の

発
電
設
備
に
係
る
ガ
ス
タ
ー
ビ

ン
に
属
す
る
ガ
ス
圧
縮
機
の
設

置

３

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
（
ア
ン
モ
ニ

ア
又
は
水
素
以
外
を
燃
料
と
し

て
使
用
す
る
火
力
発
電
所
の
発

電
設
備
に
あ
っ
て
は
、
出
力
一

万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
発
電
設

備
に
係
る
も
の
に
限
る
。
４
に

お
い
て
同
じ
。）の
改
造
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

３

出
力
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

の
発
電
設
備
に
係
る
ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
の
改
造
で
あ
っ
て
、
次
に

掲
げ
る
も
の

〜

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

４

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
の
取
替
え

４

出
力
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

の
発
電
設
備
に
係
る
ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
の
取
替
え

ホ

内
燃
機
関

内
燃
機
関
（
ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
水

素
以
外
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る

火
力
発
電
所
の
発
電
設
備
に
あ
っ

て
は
、
出
力
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

上
の
発
電
設
備
に
係
る
も
の
に
限

る
。）の
設
置
又
は
取
替
え

ホ

﹇
同
上
﹈

出
力
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
発

電
設
備
に
係
る
内
燃
機
関
の
設
置

又
は
取
替
え

ヘ

燃
料
設
備
（
内

燃
力
発
電
設
備
に

係
る
も
の
を
除

く
。）

１

燃
料
設
備
（
ア
ン
モ
ニ
ア
又

は
水
素
以
外
を
燃
料
と
し
て
使

用
す
る
火
力
発
電
所
の
発
電
設

備
に
あ
っ
て
は
、
出
力
千
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
上
の
発
電
設
備
に
係

る
も
の
に
限
る
。
２
に
お
い
て

同
じ
。）の
設
置

ヘ

﹇
同
上
﹈

１

出
力
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の

発
電
設
備
に
係
る
燃
料
設
備
の

設
置
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２

燃
料
設
備
の
改
造
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

２

出
力
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の

発
電
設
備
に
係
る
燃
料
設
備
の

改
造
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の

〜

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

３

﹇
略
﹈

３

﹇
略
﹈

ト

液
化
ガ
ス
設
備

（
液
化
ガ
ス
用
燃

料
設
備
を
除
く
。）

１

液
化
ガ
ス
設
備
（
ア
ン
モ
ニ

ア
又
は
水
素
以
外
を
燃
料
と
し

て
使
用
す
る
火
力
発
電
所
の
発

電
設
備
に
あ
っ
て
は
、
出
力
千

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
発
電
設
備

に
係
る
も
の
に
限
る
。
２
に
お

い
て
同
じ
。）の
設
置

ト

﹇
同
上
﹈

１

出
力
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の

発
電
設
備
に
係
る
液
化
ガ
ス
設

備
の
設
置

２

液
化
ガ
ス
設
備
の
改
造
で

あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

２

出
力
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の

発
電
設
備
に
係
る
液
化
ガ
ス
設

備
の
改
造
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
も
の

〜

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

チ
〜
ヌ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

チ
〜
ヌ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

２
・
３

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

２
・
３

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

別
表
第
三
（
第
六
十
三
条
、
第
六
十
六
条
、
第
七
十
八
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
六
十
三
条
、
第
六
十
六
条
、
第
七
十
八
条
関
係
）

電
気
工
作
物
の
種
類

記
載
す
べ
き
事
項

添
付
書
類
（
認
可
の
申
請

に
係
る
工
事
、
届
出
に
係

る
工
事
又
は
使
用
前
自
己

確
認
の
内
容
に
関
係
あ
る

も
の
に
限
る
。）

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

一
般
記
載
事
項

設
備
別
記
載
事
項
（
認
可
の
申

請
又
は
届
出
に
係
る
工
事
の
内

容
に
関
係
あ
る
も
の
に
限
る
。）

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

一

発
電
所

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

（
一
）

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

（
一
）

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

（
二
）

火
力
設
備

（
二
）

﹇
同
上
﹈

１

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

１

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

２

ボ
イ
ラ
ー

１
〜
９

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

１
〜
９

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

10

ア
ン
モ
ニ
ア
を
燃
料
と
し

て
使
用
す
る
火
力
発
電
所
の

発
電
設
備
に
係
る
ボ
イ
ラ
ー

に
附
属
す
る
ガ
ス
漏
え
い
検

知
警
報
設
備
の
種
類
並
び
に

除
害
設
備
の
種
類
、
能
力
、

個
数
及
び
取
付
箇
所

﹇
新
設
﹈

11
〜
17

﹇
略
﹈

10
〜
16

﹇
略
﹈

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



３

独
立
過
熱
器

１
〜
７

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

３

﹇
同
上
﹈

１
〜
７

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

８

（
二
）
２
の
中
欄
11
か
ら

16
ま
で
に
準
ず
る
も
の

８

（
二
）
２
の
中
欄
10
か
ら

15
ま
で
に
準
ず
る
も
の

９

﹇
略
﹈

９

﹇
略
﹈

４
・
５

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

４
・
５

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

６

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

（
空
気
圧
縮
機
、

ガ
ス
発
生
機
、
燃

焼
器
を
含
む
。
以

下
同
じ
。）

１
〜
８

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

６

﹇
同
上
﹈

１
〜
８

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

９

ア
ン
モ
ニ
ア
を
燃
料
と
し

て
使
用
す
る
火
力
発
電
所
の

発
電
設
備
に
係
る
ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
に
附
属
す
る
ガ
ス
漏
え

﹇
新
設
﹈

10

（
二
）
２
の
中
欄
11
か
ら

16
ま
で
に
準
ず
る
も
の

９

（
二
）
２
の
中
欄
10
か
ら

15
ま
で
に
準
ず
る
も
の

11

﹇
略
﹈

10

﹇
略
﹈

７

内
燃
機
関

１
〜
６

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

７

﹇
同
上
﹈

１
〜
６

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

７

ア
ン
モ
ニ
ア
を
燃
料
と
し

て
使
用
す
る
火
力
発
電
所
の

発
電
設
備
に
係
る
内
燃
機
関

に
附
属
す
る
ガ
ス
漏
え
い
検

知
警
報
設
備
の
種
類
並
び
に

除
害
設
備
の
種
類
、
能
力
、

個
数
及
び
取
付
箇
所

﹇
新
設
﹈

８

﹇
略
﹈

７

﹇
略
﹈

い
検
知
警
報
設
備
の
種
類
並

び
に
除
害
設
備
の
種
類
、
能

力
、
個
数
及
び
取
付
箇
所

８

燃
料
設
備

１

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

８

﹇
同
上
﹈

１

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

２

液
化
ガ
ス
用
燃
料
設
備
に

属
す
る
ガ
ス
発
生
設
備
に
係

る
次
の
事
項

２

﹇
同
上
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

（
二
）
２
の
中
欄
15

及
び

に
準
ず
る
も
の

（
液
化
ガ
ス
用
気
化
器
に

係
る
も
の
を
除
く
。）

（
二
）
２
の
中
欄
14

及
び

に
準
ず
る
も
の

（
液
化
ガ
ス
用
気
化
器
に

係
る
も
の
を
除
く
。）

３

燃
料
貯
蔵
設
備
に
係
る
次

の
事
項

３

﹇
同
上
﹈

〜

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



液
化
ガ
ス
用
燃
料
設
備

に
属
す
る
冷
凍
設
備
の
冷

媒
ガ
ス
の
種
類
、
当
該
冷

凍
設
備
に
係
る
受
液
器
、

油
分
離
器
及
び
凝
縮
器
に

係
る
２
の
中
欄
15

に
掲

げ
る
事
項
に
準
ず
る
も
の

並
び
に
当
該
冷
凍
設
備
に

係
る
冷
媒
ガ
ス
圧
縮
機
に

係
る
８
の
中
欄
１

に
掲

げ
る
事
項
に
準
ず
る
も
の

液
化
ガ
ス
用
燃
料
設
備

に
属
す
る
冷
凍
設
備
の
冷

媒
ガ
ス
の
種
類
、
当
該
冷

凍
設
備
に
係
る
受
液
器
、

油
分
離
器
及
び
凝
縮
器
に

係
る
２
の
中
欄
14

に
掲

げ
る
事
項
に
準
ず
る
も
の

並
び
に
当
該
冷
凍
設
備
に

係
る
冷
媒
ガ
ス
圧
縮
機
に

係
る
８
の
中
欄
１

に
掲

げ
る
事
項
に
準
ず
る
も
の

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

ア
ン
モ
ニ
ア
を
燃
料
と

し
て
使
用
す
る
火
力
発
電

所
の
発
電
設
備
に
係
る
液

化
ガ
ス
用
燃
料
設
備
に
属

す
る
ガ
ス
漏
え
い
検
知
警

報
設
備
の
種
類
並
び
に
除

害
設
備
の
種
類
、
能
力
、

個
数
及
び
取
付
箇
所

﹇
新
設
﹈

〜

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

４
〜
８

﹇
略
﹈

４
〜
８

﹇
略
﹈

９

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

９

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

10

液
化
ガ
ス
設
備

（
液
化
ガ
ス
用
燃

料
設
備
を
除
く
。）

１
〜
５

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

10

液
化
ガ
ス
設
備

（
液
化
ガ
ス
用
燃

料
設
備
を
除
く
。）

１
〜
５

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

６

（
二
）
２
の
中
欄
15

に

準
ず
る
も
の
（
液
化
ガ
ス
用

気
化
器
又
は
液
化
ガ
ス
用
貯

槽
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

６

（
二
）
２
の
中
欄
14

に

準
ず
る
も
の
（
液
化
ガ
ス
用

気
化
器
又
は
液
化
ガ
ス
用
貯

槽
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

７

﹇
略
﹈

７

﹇
略
﹈

11

ガ
ス
化
炉
設
備

１

ガ
ス
化
炉
に
係
る
次
の
事

項

﹇
略
﹈

11

ガ
ス
化
炉
設
備

１

ガ
ス
化
炉
に
係
る
次
の
事

項

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

（
二
）
２
の
中
欄
11
か

ら
16
ま
で
に
準
ず
る
も
の

（
二
）
２
の
中
欄
10
か

ら
15
ま
で
に
準
ず
る
も
の

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

２
〜
７

﹇
略
﹈

２
〜
７

﹇
略
﹈

12
・
13

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

12
・
13

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

（
三
）
〜
（
七
）

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

（
三
）
〜
（
七
）

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

一
の
二
〜
四

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

一
の
二
〜
四

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
主
任
技
術
者
の
選
任
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
又
は
設
置
の
た
め
の
工
事
に
着
手
し
て
い
る
事
業
場
又
は
設
備
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
改
正
後
の
電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）第
五
十
二

条
第
一
項
の
表
第
二
号
の
上
欄
又
は
同
表
第
五
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
場
又
は
設
備
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
電
気
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら

三
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
場
又
は
設
備
の
う
ち
、
変
更
の
工
事
（
そ
の
工
事
の
後
に
新
規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
第
二
号
の
上
欄
又
は
同
表
第
五
号
の
上
欄
に
掲

げ
る
事
業
場
又
は
設
備
に
該
当
し
な
く
な
る
場
合
を
除
く
。）を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
工
事
の
開
始
の
後
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
工
事
計
画
の
届
出
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
あ
っ
た
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
又
は
設
置
の
た
め
の
工
事
に
着
手
し
て
い
る
電
気
工
作
物
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。

（
溶
接
事
業
者
検
査
に
係
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
溶
接
を
し
、
又
は
溶
接
を
完
了
し
（
輸
入
し
た
も
の
を
除
く
。）、
若
し
く
は
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
輸
入
し
た
火
力
発
電
所
に
係
る
機
械
又
は
器
具
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
新
規

則
第
七
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
機
械
又
は
器
具
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
検
査
を
受
け
な
い
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
定
期
安
全
管
理
検
査
に
係
る
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
及
び
そ
の
附
属
設
備
、
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
液
化
ガ
ス
設
備
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
新
規
則
第
九
十
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
及

び
そ
の
附
属
設
備
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る
液
化
ガ
ス
設
備
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る

ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。




